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《所有者様の住所変更登記の記載例》 

 

 

      登 記 申 請 書 

 

登記の目的  所有権登記名義人住所変更 

 

原     因  令和７年９月２７日住居表示実施 

 

変更後の事項 住所 恵庭市漁町一丁目１番１号 

          

 

 

申 請 人    同   所 

      （お名前）     法 務 太 郎 ○印                 

              連絡先のお電話番号   ０１２３－ ３２ － ３０５７   

                   

 

 

添付情報 

   登記原因証明情報  代理権限証明情報 

 

令和 ７ 年 １０ 月 １ 日申請 札幌法務局恵庭出張所 

 

代 理 人    （ご住所） 恵庭市京町２番地                  

 

           （お名前） 法 務 三 郎 ○印                   

 

              連絡先のお電話番号    ０１２３－ ３２ － ３０５７   

 

 

 

 

 

登録免許税 登録免許税法第５条第４号 

市役所から発行される証明書に記

載されている新住所を記入します。  

所有者様ご本人が申請される場合は、連絡先のお電話番号

を記入し、署名又は記名押印をしてください。代理人の方が申

請される場合は、所有者のお名前を記入してください。  

市役所から発行される証明書を添付します。３ページの注意

事項をご覧ください。 

また、代理人の方が申請される場合は、委任状を添付します。  

代理人の方が申請される場合は、代理人のご住所、連絡先の

お電話番号を記入し、署名又は記名押印をしてください。  

申請する日を記入します。 
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以下の「不動産の表示」の記載について  

１． 漁町○丁目に変更になった土地・建物の所有者の住所の変更を申請される場合  

所在を漁町○丁目とし、その他のところは、お持ちの登記済証（権利証）又は登記事項

証明書をご覧の上、記入してください。  

２．上記１以外の土地・建物の所有者の住所の変更を申請される場合  

  お持ちの登記済証（権利証）又は登記事項証明書をご覧の上、記入してください。  

＊ ご不明な点がございましたら、お手数ですが、法務局の職員にお尋ねください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産の表示 

 

不動産番号    １２３４５６７８９０１２３ 

所     在    恵庭市漁町一丁目 

地     番    ２００番１０ 

地     目    宅地 

地     積    １８０㎡７９ 

 

不動産番号    １２３４５６７８９０１２３ 

所    在    同所 ２００番地１０ 

家 屋 番 号    ２００番１０ 

種    類    居宅 

構    造    木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

床 面 積    １階   ７８㎡５３ 

２階   ４５㎡５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登記申請をしてから、３～４日後に「登記完了証」が交付されます。「登記完了証」を

受領して登記手続が完了することになります。「登記完了証」の受領は３か月間可能

です。また、郵送による受領もできますので、郵送を希望される方は、申請の際に、返

信用の封筒に簡易書留分の切手を貼ったものを持参（同封）してください。 

 ご不明な点がございましたら、お手数ですが、法務局の職員にお尋ねください。 

 お問合せ先 

  〒０６１－１４４４  恵庭市京町２番地 札幌法務局恵庭出張所 

         ℡ ０１２３－３２－３０５７  

不動産番号を記載した場合は所在以下の

記載を省略することができます。 
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登記原因証明情報に関する注意事項 

 

１． 登記されている所有者の住所と市役所から発行される証明書に記載され

ている変更前の住所が一致するときは、市役所から発行される証明書の添

付で足ります。 

 （例１） 

   登記されている住所・・・恵庭市漁町１番地１ 

   市役所の証明書に記載されている変更前の住所 

               ・・・恵庭市漁町１番地１ 

 

２． 登記されている所有者の住所と市役所から発行される証明書に記載され

ている変更前の住所が一致しないときは、住民票等の添付が必要になりま

す。 

（例２） 

登記されている住所・・・札幌市北区北８条西２丁目１番地・・・（①） 

 

     （令和５年１０月１日に①から②に転居） 

 

   市役所の証明書に記載されている変更前の住所 

                 ・・・恵庭市漁町１番地１・・・（②） 

 

＊ この場合、①から②へ住所が変わったことを証明する住民票の写

し等が必要になります。 

なお、登記記録上の住所から、２回以上住所を変更したため、住

民票の写し等により登記記録上の住所に住んでいたことを証明で

きない場合は、戸籍の附票の写し（本籍地の市町村役場で発行）

など、住所の移転の経緯がわかる書類の添付が必要になります。 

以上によっても、住所移転の経緯を証明できない場合は、申請す

る不動産を管轄する法務局に事前にご相談ください。 


